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長野県治水・利水ダム等検討委員会 
上川部会報告 

 
１ はじめに 

 
ここ１００年のわが国の河川行政及び現代河川工法は、雨量が多く急峻な地形を

有する独特の自然条件と、人口の増大とそれに伴う急速な林地開発及び土地利用
の変化、こうした複合的条件による災害の発生に対して、河道の直線化と強固なコ
ンクリートによる河川改修及びダム建設を基本としてきた｡こうした工法は、住民の生
活を守る一つの手法として全てを否定するものではないが、人々が住まう空間として
の基本的配慮に欠け、その結果、地域住民の意識から河川そのものを遠い存在に
してしまった。 

戦後の経済発展は物質的豊かさを実現し、国民所得は世界最高水準に達した。
しかし一方で、そうした「豊かさ」への問いかけ、環境に対する意識の高まり、個性の
尊重と多様性の重視といった視点も生まれた。そうした価値観の変化は、従来の枠
組みを見直す大きな力を孕んでいる。 

１９９６年（平成８年）の河川審議会答申『２１世紀の社会を展望した今後の河川整
備の基本的方向について』では、「より高度な安全と安心の確保、良好な自然・環境
の保全と創出、地球環境への負荷の低減、良質な社会・生活空間の確保、自由で
密度の高い人・物・情報等の交流と地球規模での地域間の多様な結びつきの実現
等が、社会及び生活の基盤整備を行う上での目標となる」と述べている。河川は山
と海を結ぶ物質循環系を構成する要素であるとともに、自然環境要因として地域の
風土と文化を育んできた。まさに自然との共存、持続的地域発展、住民の主体性を
基調とした河川整備が現在問われているといえよう。 

上川部会は宮川等支流を含む一級河川上川流域における総合的な治水・利水
対策について、広く住民の意見を聴き、これからの河川・流域の整備方向を取りまと
めることを目的として、２００２年（平成１４年）４月２３日から同１２月２０日まで２回の現
地調査を含む１４回の部会と１回の公聴会を開催した。この審議経過の概要につい
ては、別紙－１に示した。 

 
なお、以下の本文において、「委員」は上川部会委員の発言、「幹事」は長野県、

諏訪市、茅野市担当職員の発言を示す。 
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２ 上川流域の概要 
 
  幹事が上川流域の概要と関連資料について、以下のように説明した。 
 
（１）流域の状況 

 
上川は、八ヶ岳連峰に源を発し、角名川、滝ノ湯川、音無川、茅野横河川、柳川、

宮川等を合流しながら諏訪市を流下して諏訪湖へ注ぐ、流路延長３１.０km、流域面
積３３６.６km２（宮川を含む）の一級河川である｡本河川は、諏訪湖に流入する１５の
一級河川で最大の河川である｡ 

上川の上～中流部は堀込河道となっているが、下流７.６km は築堤となっている｡
また、中～下流部は茅野市の中心市街地が形成されており、多数の住家や企業が
密集し、市役所や JR 茅野駅等公共施設も多い｡下流部の諏訪市においても、近年
市街化が著しく進み、郊外型の商業地区や国道、JR 等の重要なライフラインがあ
る｡ 

 
 

（２） 上川流域における過去の災害 
 

上川流域における、過去の大きな災害としては、１９５９年（昭和３４年）と１９８２年
（昭和５７年）の災害を挙げることができる。 

１９５９年（昭和３４年）８月１４日台風７号により、２日雨量で２１６.８ｍｍが観測され、
神橋地点での再現計算により５１０ｍ3/sが算定されている。この時に茅野市芹ヶ沢
で家屋１ 戸が流出している。また茅野市塩沢、鋳物師屋で堤防が決壊し約７０戸が
浸水、茅野市の鬼場橋右岸の決壊により家屋３戸が半壊、茅野市上川橋上流右岸
護岸の決壊により家屋１３戸が流失、諏訪市鷹野橋右岸決壊により約１０戸が屋根
まで浸水、約１００戸が床下浸水、水田約１５０haが冠水した。橋梁被害としては神橋、
江川橋、黒川橋、飯島橋等の木橋がすべて流出、また永久橋においてもほとんど
の橋が損害を受けた。 

１９８２年（昭和５７年）９月１２日の台風１８号により２日雨量で１６７.０ｍｍが観測さ
れ、神橋地点の再現計算流量で３０２ｍ3/sと算定された。この降雨により、茅野市の
横内地籍の堤防が決壊寸前になり、４５世帯１６６人に避難命令が出ている。 
 
 
（３） 改修の歴史 
 

上川においては、江戸時代からその時代の土木技術を駆使して治水に努めてき
た歴史があり、現在の河川は自然に形成されたものではなく、人工的に造られたも
のといえる。 

１６６４年頃の高島藩御枕屏風によると、昔の上川は飯島の付近で二手に分かれ
て、また赤沼と飯島の間で分れて、いわゆる三筋の川となって流れ、高島城の付近
で合流して諏訪湖に注いでいた。 
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上川における改修工事としては、１７４８年に取飜川が造られ、１７８０年頃には、
分かれていた流れが一本の流れにまとめられている。１７８８年から１８１６年にかけ
て再び上川の掘替工事が行われ現在のルートになっている。 

１９３２年（昭和７年）から１９３５年（昭和１０年）に県単独の時局匡救農村整備事
業で改修工事が行われ、現在の堤防が完成している｡ 
 
 

３ 上川流域の治水･利水の現状 
 

幹事が上川流域の治水・利水の現状と蓼科ダム計画について、関連資料により
以下のように説明した。 

 
（１） 基本高水 

 
上川は河川砂防技術基準（案）によると、河川の重要度はC 級となり､計画規模は

１/５０～１/１００となるが、流域の大きさ、資産の集積状況から１/１００を採用した｡ 
基本高水の算定において、１９２５年（昭和元年）から１９９３年（平成５年）までの２

日間雨量を解析し、１/１００確率流域平均雨量２５２mm を求め、これから貯留関数
法により基準地点の神橋での基本高水流量１,１２０m３/s を算出した｡ 

こうして求めた各地点の基本高水に対して、現況の流下能力は、１８.８km 地点
（角名川合流後）で３９０m３/s（基本高水４１０m３/s）、１６.０km 地点（滝ノ湯川合流
後）で１,２３０m３/s（基本高水６２０m３/s）、１２.０km 地点（茅野横河川合流後）で２１０
m３/s（基本高水７１０m３/s）、１０.０km 地点（柳川合流後）で１,１５０m３/s（基本高水 
１，１２０m３/s）、６.０km 地点（取飜川合流後）で１,９３０m３/s（基本高水１,４２０m３/s）と
なっている｡ 

 
 

（２） 治水計画 
 

神橋より上流において、現況の治水安全度は約１/１０～１/５０程度であり、これを
ダムによる洪水調節と狭窄部の改修により１/１００に向上させる｡河川改修単独案は
ダム+河川改修案に比して多くの家屋移転や橋梁の架け替えが必要になり、地域の
生活環境に与える影響が大きいとされた｡ 

茅野市 JR 鉄橋では基本高水流量１,１２０m３/s に対して、流下能力が８００m３/s
（約１/３０確率）、諏訪市鷹野橋では基本高水流量１,４２０m３/s に対して、流下能力
が５８０m３/s（約１/１０確率）であり、蓼科ダムによる流量調節により基準点のある神
橋地点の計画高水流量は１００m３/s カットされて１,０２０m３/s となる｡ 

神橋より下流については高水敷の利用等があるため、河川改修計画は立てられ
ていない｡ダムの全体計画では、神橋下流は掘削により流下能力を確保するとなっ
ていた｡ 

ダムは地域整備ダム事業により実施されており、事業費は２８０億円、うち１１億  
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７，６００万円を共同事業者である蓼科ダム開発株式会社が負担することとなってい
る｡ 

 
 

（３） 蓼科ダム計画 
 
蓼科ダムの構造は、傾斜コア型ロックフィルダムであり、堤高４６m、堤頂長８５０m、

総貯水容量３１５万 m３である。上川との間を導水トンネルと洪水吐で結ぶ河道外貯
留となっている。 

蓼科ダムの治水効果としては、分流工により基本高水流量２００ｍ3/s のうち１１５ 
ｍ3/s についてカットして、導水トンネルでダムへ導く。残りの８５ｍ3/s は直接河道を
流下する。また、利水放流トンネルから下流の河川流量確保や農業用水へ渇水時
の補給を行うことになっている。 

現在、ダム事業の進捗率は約２６％であり、全体事業費２８０億円に対して    
２０００年（平成１２年）度までに７２億円が投資されており、予定地の９６％が買収済
みである。また、残土を運ぶための工事用道路は完成しており、県道渋ノ湯堀線の
付替え工事にも着手している｡ 

 
 

（４） 上川流域における利水の現況 
 
１９９７年（平成９年）の農業用水実態調査等によると、ダム地点より下流の１ｈａ以

上の受益を持つ、農業用水の施設は２４箇所あり、内訳としては慣行水利が１４箇所、
許可水利が１０箇所である｡農業用水のほかには、中部電力により２件の取水が行
われている（宮川流域については含まず）｡ 

中部電力は米沢発電所、福沢発電所で取水しており、米沢発電所は上川から最
大１.２２４ｍ3/s、滝ノ湯川から２.３９３ｍ3/s、計３.６１７ｍ3/sを取水して、落差１９.３９ｍ 
で最大出力５４０ｋｗ を発電している。 

福沢発電所は上川から３.０６ｍ3/sを取水して、落差５４.７４ｍ で最大出力１,４００
ｋｗ を発電している｡ 

上川流域における溜池は、上川流域で14箇所、宮川流域で14箇所、合計で28
箇所となっている。最大の溜池は白樺湖で有効貯水量１１２万トンである｡ 

上川の水質としては、ここ５年間 BOD の値は環境基準を下回っている｡ 
 
 

（５） 上川流域の森林の現況 
 

宮川を除く上川流域のうち森林の占める面積は１８,５５９ｈａ 、民有林が１４,８２１ 
ｈａ 、国有林が３,７３８ｈａ を占めている。構成比は民有林が８０％、国有林が２０％
となる（４７０ｈａの未立木地を含む）。また２６％を占める４,７６８ｈａが保安林に指定さ
れている。 

樹種構成はカラマツ、広葉樹、モミ・ツガ等の針葉樹を主体としており、樹種別の
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構成比はカラマツが最も多く３６％（５,９１７ｈａ）、次いで広葉樹２５％、その他針葉樹
モミ・ツガが２３％を占めている。 

樹種別の材積は、樹種別面積同様カラマツが１１４万ｍ3、全体の約５１％を占め
ている。 

齢級別面積は、９齢級（４１年生から４５年生）をピークとしてなだらかな山型となっ
ており、１５齢級（６１年生から６５年生）以上の森林が３,１９７ｈａ、２０％を占めている｡ 

また、宮川流域の森林面積は４,７０７ｈaであり、民有林が３,８８７ｈａ、国有林が  
８１９ｈａである。構成比は民有林が８３％、国有林が１７％となる。この中には６２haの
未立木地が含まれている。 

樹種別の構成比はカラマツが最も多く５５％（２,５５８ｈａ）、次いでアカマツ、その
他となっている。 

齢級別面積は、７から１１齢級（３１年生から５５年生）の面積が３,１５３ｈaで全体の
６３％を占めていて、１９５０年代から１９７０年代までカラマツを中心に植栽された｡ 
 
 
（６） ㈱長谷工コーポレーションとの関係 
 

蓼科ダム事業は、１９８８年（昭和６３年）に創設された地域整備ダム事業として採
択されている。地域整備ダム事業とは、ダム上流域の開発行為に伴う流出増対策
（防災調節池等）を治水ダムと一体事業として実施するものである。 

㈱長谷工コーポレーションは、上川上流にホテル、別荘開発等で２５６ｈａの開発
の計画をした。 

茅野市、㈱長谷工コーポレーションの出資により設立した第３セクター「蓼科ダム
開発株式会社」は、ダム建設の共同事業者として流出増対策分１１億７,６００万円
を負担することとなっており、すでに８億６,６５２万円を支払っている。 

また、第３セクター「蓼科ダム開発株式会社」は、ＮＴＴ-Ａ型事業として、無利子
融資を受けている。 

㈱長谷工コーポレーションからは２００２年（平成１４年）２月１４日、４月１９日の２度
にわたり、蓼科ダム建設事業に関する要請が長野県に出されており、長野県として
は｢検討委員会の答申後に判断する｣と回答している。また、県は委員会及び当部
会に対して、当初９月中にダム建設に関する方針を出してもらいたいとしていたが、
その後知事失職による審議の中断等により、９月末までの方針決定は不可能と㈱長
谷工コーポレーションへ伝えた。 
 
 
（７） 豊平ほ場との関係 
 

蓼科ダム建設事業により発生する残土の２４０万ｍ３を、豊平ほ場の低地部の埋土
として使用することとなっており、これによりダム建設で多量に発生する残土の処理
の問題が解決され、ほ場は地盤高が上がることにより日照条件の改善、湿田・排水
不良地の解消が図られるとしている。 

しかしながら、ダム本体の着工の遅れから当初計画での土砂の搬入ができなくな
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り、他の公共事業の建設発生土をほ場へ搬入することとし、２０００年（平成１２年）度
末までに３４万ｍ３を搬入した｡ 

 
 

（８） ダム反対運動 
 

ダムに対する反対運動としては、「蓼科ダム反対立木トラストの会」により、約５００ 
本の立木トラストが行われている。またダム反対地権者の所有地においては、持分
の一部移転による土地トラストが行われている。これは約１１０名の持分登記がされ
ている｡ 
 
 

４ 上川部会での審議内容 
 

 部会の審議をはじめるにあたり、委員により審議の進め方について話し合われ
た｡ 

このなかで、部会の目的として、上川流域全体の治水･利水について住民意見を
聞きながら対策案を検討し、委員会へ報告することが確認され、また、部会の審議
にあたっては流域市町村から、諏訪市、茅野市の関係職員にも幹事として出席して
もらうことについて委員の了解を得た｡ 

まず、上川流域の論点を整理していく中で、上川流域全体における治水・利水対
策案を考えていく上で、流域面積の広さ、㈱長谷工コーポレーションによるリゾート
開発問題、豊平ほ場整備との関係等が指摘され、また、宮川流域についても上川
流域として扱うことが確認された｡ 

部会審議の期限について、２００３年（平成１５年）度の予算要求の時期や、㈱長
谷工コーポレーションからの早急に結論を出してほしい、という要望を考慮して、８
月末を目途に一つの結論を出すことが提案され、委員による議論の結果、「８月末
が最終ではなく、一つの目標として議論を進める」こととなった｡ 

審議の順序としては、ダムなしでの治水計画について優先的に議論し、㈱長谷
工コーポレーションのリゾート開発問題や豊平ほ場の問題についても、上川流域の
治水・利水対策案を考えていくなかで同時に解決されていく問題であると指摘され
た｡ 

 
委員・幹事による主な審議内容は以下のとおりである。 

 
（１） 基本高水 

 
県の基本高水が過大であるといった委員見解、すなわち上川での流量計算にお

いて、雨量を統計処理する際に「ハーゼンプロット岩井下限法」を用いているが、「グ
ンベル法」等による確率計算に比べてかなり大きい値がでているという意見に対して、
幹事は気象庁のデータで１/１００確率の時間雨量は３５mm/h とあり、今回の計算は
２７mm/h を使用、また合理式、比流量等を総合的に考え１,４２０ｍ3/s を採用してい
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るとした。また、岩井下限法は全国的にも一般的な方法であり、今回の計算では最
も適合性が高いと報告された。 

さらに岩井下限法による計画雨量は２５２mm/２日であり、グンベル法によると   
２２７．６mm/２日となる。委員の求めにより、対象降雨や貯留関数法の定数を変えず
に基本高水流量の計算を行うと、神橋基準点で約９１０ｍ3/s と試算された（岩井下
限法では１，１２０m３/s）｡ 

ダム地点での比流量は１１.８ｍ3/s となり県内で最大となるという委員の意見に対
して、幹事は第 4 回資料により、他のダムと比較して特に大きなものではないと説明
された。 

２日雨量を採用している根拠については、降雨の特性から２日雨量としている、１
日や３日については計算し直す必要がないとした。 

計算のチェックのために流量を諏訪湖の水位から推定しているが、精度が悪いの
ではないかという意見も委員から出された｡ 

幹事の説明によると、宮川の計画高水流量は合理式で求めた５００ｍ3/s であるが、
貯留関数法で求めた基本高水流量は４００m３/s になる。このうち宮川本川に４０ｍ
3/s が流下するが、残りの３６０ｍ3/s が取飜川から上川に流れ込む計画になっている。
なお、宮川との分水については将来的に分水工等の整備が必要となると説明され
た｡ 

これに対し、宮川上流域の流出抑制策を図り、１/５０確率の流量配分で検討す
べきとの意見があり、取飜川２６０m３/ｓ、宮川４０m３/ｓも可能とされた。 

細沢や魚釣沢の過去の流出状況や、奥蓼科からの流出は、県計画より少ないと
見積もられ、上流域の流出率が高すぎるのではないかという委員の意見があった。
これに対して幹事は、細沢（北沢）のヒューム管の流下能力、魚釣沢の流域面積等
から県の流出量は説明できるとし、魚釣沢下流の笹原地区では１９５９年（昭和３４
年）には災害も発生していると報告された。これに対して、委員からは細沢の流域面
積は再調査が必要である｡笹原幼稚園の石垣は１９５９年（昭和３４年）災害後である｡
よって流出量は変更すべきと指摘され、笹原保育園の出水は大河原堰が氾濫した
のではないかという意見も出された｡ 

 
基本高水については、以上のように様々な角度から問題点が指摘されたが、今

後の検討課題として、より精度の高いデータの収集に努め、検証していくことを県に
対して要望することとした。 

 
 

（２）  上川流域の河川改修 
 

幹事は、現況上川の流下能力について、０.０ｋｍ～6.２ｋｍでは（河口から取飜川
の合流点）基本高水の１,４２０ｍ3/s に対して、２３０ｍ3/s～１,９４０ｍ3/s ほどと試算し
た。さらにダム計画に伴う河川改修計画については、神橋より上流に対して立てら
れていて、神橋より下流については高水敷の利用等があるため、河川改修計画は
立てられていないが、ダムの有無にかかわらず現基本高水流量の１/３程度の流下
能力しかないことが幹事より報告された。これに対し委員から洪水に対して大変危
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険であるとの指摘が出され、また県の「蓼科ダム建設事業書」（１９９７年）では１,０００
～１,３００ｍ3/s、「諏訪湖治水の歴史」（１９９８年）では、１,４５０ｍ3/s（概成）との数値
が示されてきたとの指摘があった。 

なお、委員からの上川の流れと諏訪湖水位の影響についての質問に対し、幹事
は現況の流下能力は諏訪湖の計画高水水位ＥＬ７６０.２４５m で計算しており、また
諏訪湖の水位と流量の関係については､上川の流量が少ない（２００ｍ3/s 程度）時
には大きな影響を受けるが､大きな流量になると諏訪湖の水位の影響をあまり受け
なくなると説明された｡ 

河川改修については委員より次のような意見が出された｡ 
高水敷は、堤体の洗掘に対する安全性確保のため残す必要がある｡平水位から

３０～４０cm ぐらいの高さで残せばよいのではないか｡ 
農業用取水堰が治水上の問題となる箇所については、取水堰の移設を検討す

る｡ 
横堰が流域を分割して複雑にする。 
低水路を川の真ん中に設置することで安心感が増す。 
堤防の構造としては、小段等を歩道として利用できるようにしてほしい｡ 
堤防の補強の方法は近自然工法とし、景観・生態系・親水性を考慮したものとし

てほしい｡ 
蓼科ダム計画に対しては､委員より治水対策として有効であるとの意見がある一

方で､地震時の安全性､漏水の可能性､広大な自然破壊､酸性水の貯留による水質
の問題､治水効果が少ない､効果に対して費用がかさむ､住民の同意が得られてい
ない等の問題があるとの意見も出された｡ 

河川改修に伴う流域対策の例として、幹事は７箇所の遊水地設置として試算を行
ったところ、合計面積８５ｈａ､容積１３５万ｍ3 の計画で、調節量の概算は８０ｍ3/s（取
飜川合流後）とした｡ 

委員より、学校等のグラウンドを遊水地にする方が簡単であるとした意見や、スポ
ーツ公園を遊水地として利用した場合、かつて雪捨て場に利用したときの復旧費用
が２,０００万円程度かかったことから、施設の地下を遊水地として利用する方法がよ
いのでは、との意見が出された｡ 

また、深い谷地形にある上流部の河道を遊水地として利用し、通常の流水はその
まま流す構造とすれば治水上は有効であり、魚類の遡上や下流への土砂供給もで
きるとの意見も出された｡ 

委員からの、中門川の共有化提案については、幹事は中門川流域の排水・取水
の問題、ガスタンクの移転補償の問題等があり、流量増はそれほど望めないと説明
された｡ 

宮川との流量配分の見直しについては、幹事が改修済みの宮川の再改修が必
要となるとしたが、地元は改修済とは理解していないという意見も委員より出された｡ 

また、委員から水防計画書での危険箇所等から、洪水の危険箇所を考えられる
のではないかという意見があった｡ 
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（３）  水田の貯水利用 
 

水田の貯水を治水効果としてカウントできないかとの委員意見に対して、幹事より、
茅野市で２００１年（平成１３年）度までに、ほ場整備が完了した水田の水張面積は
約１,０００ｈa と見積もられ、２０cm 貯留した場合には約２００万トンとなり、他に富士見
町では 1７ｈａ、原村では５４１ｈa となり、合計の貯水量は約３００万トンと試算されるこ
とが報告された｡また、委員から「アト」（排水口）にスリットタイプのせき板を用いる場
合を試算すると、水田からの流出ピークを遅らせ得ることが報告された｡ 

 
水田の貯留に関しては、他に以下のような意見が出された｡ 
河川へ流れ出す前に留める方法は、大きなエネルギーを必要としない｡ 
ほ場整備された水田の畦畔は８０cm 程度で整備されていて､一時的な貯水はで

きるが､経年変化により強度が落ちることが考えられるため、農家の方々の理解を得
ることが難しい｡ 

畦畔が壊れた時には､現在、農家の責任となるため､雨が降った時に水を抜くの
が一般の農家のやり方であり、逆に水を貯めるのは難しい｡ 

洪水時に､農家個人で排水管理をお願いするのは難しいし､確実性の問題がある｡
公的な管理体制が必要である｡効果としては､減反で４２％は水田ではないことも考
慮すべきである｡ 

河川管理者として考えるならば､水田貯留は定量的にカウントできないため､水田
をすべて堤防で囲い、そこへ河川の水を流入させる施設ならば計画へ織込める｡そ
うでない場合は、超過洪水対策としては良い方法である｡ 

河川整備計画には、河川管理者が行うものしか記載できないため、森林や水田
については盛り込むことはできない｡ 

２０cm の貯留は幼生期と刈入れ期を避けた７月後半から８月までなら、畦や稲の
生育に対して心配ないだろう｡ 

今後の水田の減少については方策を考えなくてはならない｡ 
県で制度を作ってもらわないとできない｡ 
試験的に小流域で効果を確かめたらどうか｡ 
検討が必要な項目は、予測の体制、組織化、定量化である｡ 
水田の畦の維持管理に３０～４０円／㎡の支援が必要である。 
桶川市では１４円／㎡の借地補償をして農地転用を防いでいる｡ 
 
以上のように、水田貯留に対しては全国的にも例がないため、否定的意見も出さ

れたが、新たな降雨流出抑制策として支持する意見も多く出され、積極的に取り組
むことが確認された。 

 
 

（４）  諏訪湖と上川の関係 
 

幹事によると、諏訪湖の基準水位はＥＬ７５８.０４５ｍであり、常時満水位は基準水
位＋１.１ｍ（ＥＬ７５９.１４５ｍ）である｡最低水位は基準水位＋０.５m（ＥＬ７５８.５４５m）
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であり、これは沿岸内水地内の排水やワカサギの産卵･用水補給･観光を考慮して
決められている。制限水位（洪水時最高水位）は時期により基準水位＋０.７５～１.１
ｍと定められている。また、諏訪湖から天竜川への放流量は２００１年（平成１３年） 
６月１１日より４００ ｍ3/s 放流が可能となっている｡今後６００ｍ3/s 放流が可能になる
時期について、国土交通省天竜川上流工事事務所では｢河川整備計画が策定さ
れるまでは完成時期や事業費については不明｣としていると説明された｡ 

これに対し、委員から水系一貫思想で、釜口水門の機能的操作の意見が出され
た。また部会として、国に６００ｍ3/s 放流早期実現の要望も盛り込むこととした。 

 
 

（５） 環境と河川改修 
 

上川流域の環境に関する委員からの意見は、主として次のようなものであった｡ 
１９５９年（昭和３４年）から行なわれた柳川の改修は、直線的でブロックを使った

画一的な改修であり、今後親水や環境・景観面からの検討が必要である｡ 
ダムの建設により､渓谷美を誇る横谷峡をなくしてほしくない｡貴重な植物の生育

も報告されている。一ノ坂尾根の下にトンネルを掘ると､地下水の低下により、この地
の自然に対して大きな影響が出る｡ 

ヨシ原は流速抑制効果のほか、浄化作用がある｡ヨシ原により土砂の堆積は促進
されるおそれがある｡ヨシやヤナギ類により流速が下がる事により流下能力は落ち
る｡ 

高水敷への土砂堆積で地盤が高くなり、ヨシからオギへ植生が変わってきている。
ヨシの方が生物相が豊富である｡ 

高水敷に低い場所を作り、魚類･鳥類の生息や、老若男女の憩う場所として考え
る｡ 

高水敷の全面カット案については上川の自然保全面から好ましくない。 
茅野市では｢上川河川空間整備構想｣が、２００１年（平成１３年）度の､住民､関係

団体､市会議員等による検討委員会で策定されている｡ 
野鳥やカヤネズミ、魚類の生息にも配慮し、環境保全も考えた治水対策を推進し

ていく必要がある｡ 
部会で治水と環境の両面を考えた方向を出してもらう事により、河川に親しむ護

岸つくり（ジョギングコース、蛍水路等）として、ラブリバー計画についてもその考えを
生かしていきたい｡ 

 
 

（６） 開発と流出の増加 
 

委員より、１９５９年（昭和３４年）８月の柳川災害時に、上流で伐採された材木が
多量に流下し、柳川を堰き止めたという記録があるとの指摘があった｡ 

幹事は、林地開発許可制度ができる１９７４年（昭和４９年）以前の開発地の扱い
については、法的な拘束力がないため実効性については問題が多いとした｡また 
１９７２年（昭和４７年）頃から茅野市は生活環境条例をつくり、観光開発に対して調
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整地、水道、下水道、道路について開発者の責任でやるようになっていると説明し
た｡なお、このことについて治水・利水ダム等検討委員会でも取り上げられたが、法
的には無理であるとの見解が示された。 

委員からの、ほ場整備地や道路のU 字溝化により流速が早くなり流出が増えてい
るので、流速を遅くする方法の検討が必要との意見について、幹事はベンチフリュ
ームと土水路との流速については､概ね２倍程度ベンチフリュームのほうが速いと試
算し、現在、行政サイドで流速を抑える工夫が研究･実践されていると報告した｡ 

委員より、蓼科ダム計画地、直上流の長谷工リゾート開発地調整池は、ダム計画
から分離し、基本高水５０ｍ3/s の８０％程度は上川基本高水からカットすべきとの意
見が出された。これに対し、幹事は同開発による流出増は４ｍ3/s であると説明され
た｡ 

 
 

（７） 森林 
 

森林 WG 報告として下記の内容が報告された｡ 
一般的に、森林の管理を適正に行う事により崩壊を防ぐ能力を上げることができ

る。蓼科ダム計画上流域では１９７１年と２０００年の航空写真の比較により、森林面
積が増えていることがわかり、特に天然林が増え成熟化の方向に向かっている。ま
た、同時期において土砂の流出量は２,０７８トンから１,４８０トンへ減っていることも報
告された。現況の森林の保水能力は８８ｍｍ～１２７ｍｍであると推定される｡ 

別荘やゴルフ場も増加している。今後、保安林指定を進めていく必要がある｡ 
森林に対する委員の意見として、次のような意見が出された。 
豊かな森林を蘇らせることは、保水力の向上という治水効果だけでなく、イノシシ

やシカ害へも有効である｡ 
現在４０年生くらいの人工林が育ってきている。また森林整備の技術を持った人

の高齢化や制度等の条件を考慮し、早急に森林の手入れをすることが重要である。 
   
 

（８） 利水 
 

利水に対して委員から下記のものが出された｡ 
周辺一帯の用水堰の改修・補強が効果的である。 
茅野市では南部での水不足が著しい｡ 
塩之目･上場沢の農業用水が足りない。ここへ溜池が必要である。需要量の再調

査も必要ではないか｡ 
滝ノ湯堰と鳴岩堰合流点上の深沢に調整池をつくり下流の洪水､水不足の問題

を解決してゆく｡ 
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（９） 組織 
 

上川の治水･利水対策を今後進めていくため市民組織が必要である、との考えに
対して以下のような意見が出された｡ 

委員から、鶴見川の例のような、市民団体と行政が連携をとって活動をしていくこ
とが重要である｡茅野市で｢森林文化の会｣ができ、ツル切り、除伐、間伐のできるボ
ランティアの育成を行っている。 

幹事から、河川事業を推進するために、漁協や野鳥の会との関係については、あ
る程度の折衷案を整理していくこととされた｡ 
 
 

（１０） その他 
 

上記以外に、下記のような意見が部会の中で出された｡ 
（水田貯留等に）委員より、予測が重要であるが、上川は雨量計･水位計も少なく

非常にデータが不足している。雨量計･水位計と気象予報を連動したシステムつくり
が必要である｡ 

また、雨水の貯留施設への補助制度の検討が必要であるとの意見があった｡ 
（蓼科ダムの既買収地について）委員から、蓼科ダムの買収済用地の利用につ

いては、公有地として自然保護、緑のダム構想等が示された。これについて幹事は
河川として買収しているため、用途が変わる場合には変更が必要となるが、具体的
には今後整理が必要である｡河川用地は、登記上旧建設省用地として国有地にな
っている｡地目変更についても国との協議となると説明された。 

氾濫原的な遊水地が財政的にも有利な治水対策であり、洪水時以外は普通に
利用することもできる。さらに行政の実行性を保証する方法を考える必要があるとの
委員の意見があった。また上川の河川改修へどのくらいの予算が見込めるかにつ
いては、現在の長野県財政の状況や河川課の予算を見ると大変厳しいとの意見が
あり、優先順位をつけての改修や橋・道路財源は別途財源を考慮する、引堤は極
力行わない等の改修費縮減の提言がされた。 

蓼科ダムと㈱長谷工コーポレーションの問題は関係財産区との契約上の問題で
ある、鶴見川の例のように流域を土地利用状況に応じて区分し、それぞれの特性に
合った形で治水対策を考えていく方法もあるとの意見も委員より出された｡ 

 
 

５ 公聴会の意見 
 

２００２年（平成１４年）１１月３０日に公聴会を開催し、当部会でまとめた「上川流域
総合治水対策基本案」（以下部会案という。）を原案として、流域住民に意見を求め
た｡ 

３１名の方から公述書の提出があり、欠席の２名を除き２９名の方が公述を行った｡
また、公述終了後に出席者から発言を求めたところ、３名の公述人の再発言を含め
た８名の方が意見の発表を行った｡この他に８名の方が意見書を提出した｡ 
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公聴会で発表された意見及び提出された意見書では、部会案に積極的賛意を
述べた方が大多数を占めた。 

 
主な意見は下記のとおりである｡ 
  
・ 蓼科ダム中止を支持する意見 
・ 蓼科ダム計画地の跡地利用について緑のダムとする意見 
・ 森林の整備・管理が重要であるとする意見 
・ 環境・生態系・景観の保護が重要であるとする意見 
・ 水田貯留についての意見 
・ 河川改修の方法に関する意見（遊水機能や補強・親水性等） 
・ 住民・行政・事業者等の連携のための組織が必要であるとする意見 
・ 天竜川の早期改修及び諏訪湖治水に関する意見 
・ 河床整理等の維持管理の重要性に関する意見 
・ 滝ノ湯堰の流末等に治水・利水溜池の整備を求める意見 
・ 河川の利活用について賛成・反対の意見（ゲートボールやマレットゴルフ等） 
・ 老朽化した橋の架替えを求める意見 
・ ダム中止後の治水や利水の心配をする意見 
・ 基本高水の再検証を求める意見 
・ 雪捨て場として、河川敷きを利用する意見 
・ 地域の開発をもう進めるべきではないとする意見 
・ 河川管理と安全に関する意見（転落防護柵等） 
・ 住民意見の尊重とコンサルタント会社への依存の改善を求める意見 
・ 諸工事の発注は地元業者を優先とする意見 
 
部会としては、こうした意見を参考にして、部会案の修正を行った｡また、さらなる

公聴会の開催や地元への説明といった意見に対しては、その必要性や重要性を認
めたものの、時間的な制約から今後の反省点としたい｡ 

 
 

６ 上川流域での治水･利水対策 
 
上川流域は流域面積が３３６.６km２と広域であり、多様な支川の流入する川である｡

環境的にも上流の八ヶ岳山麓から諏訪湖まで多岐にわたり、河川の利用も周辺土
地利用により大きく変化している。 

住民が河川に望むものも、治水上の安全にとどまらず、動植物の保全による環境
的な視点、マレットゴルフ等の利活用、渋滞対策のための道路としての利用等にも
及ぶ｡ 

周辺の土地利用も、森林、農地、市街地と地域によって大きく変わっている。 
また、部会審議の中でも確認された事項として、新河川法の精神の遵守が上げら

れる｡治水･利水に加えて環境を考えることも、今回の審議の中で大きな位置を占め
た｡ 
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こうした状況の中で、上川の治水･利水対策案について各委員から提案された案
を第８回部会において整理したものが別紙－２になる｡ 

これを審議して、さらに公聴会の意見も考慮し、部会として望ましい治水･利水方
法の認識を深め、最終的に部会案を委員全員の一致で以下のようにまとめることが
できた｡ 

  なお、この部会案に対する財政W.Gによる試算は別紙－３の通りである。１つの
モデルとして提案した河川改修案に対する費用は１６３.７億円、森林整備対策費
７.９億円と試算されるが、水田貯留等は内容的に未確定な部分が多く算定するこ
とはできないとされた。 
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上川流域総合治水対策基本案 

                         

Ⅰ 基本方向 

 上川流域は、多様な発想に基づく総合的治水・利水対策によって、地域住民

の生命と財産を守ることを基本理念としつつ、良好な自然の維持と豊かな人間

形成の場として、たゆまぬ環境保全の整備・向上に向けて努力する。 

 

Ⅱ 総合的治水・利水対策の基本的枠組み 

 １ 当面の河川改修は、およそ1/50確率の治水安全度によって対応し、改修にあ

たっては、水に関わる生態系の保全に配慮する。 

 ２ 流域の治水対策は、総合的・多面的視点より検討し、特に水田、遊水地・溜池、

森林を中心にした流出抑制にも重点を置いた諸対策を積極的に進め、河川改

修と併せて最終的に1/100の治水安全度の確保を前提とする。 

 ３ 流域の利水については、とくに農業用水の要求が強いことから、治水機能をも

補完できる溜池等の設置を推進する。 

 ４ 蓼科ダム建設計画は中止することとし、跡地利用を検討する。 

 ５ 総合的治水・利水の観点から、行政及び地域住民の連携を強化する。 

 

Ⅲ 現在考えられる対応策及び検討事項 

 【Ⅱ－１】について 

① 神橋より下流域（改修イメージ図；A～D区間） 

・ 河川改修は1/50確率, Q=1130m３/sの計画高水を当面の目安とする。 

・ この計画高水に照らし、河床掘削、高水敷掘削、拡幅（引堤）、嵩上げの河

川改修や樹木等の障害物除去等の維持管理を必要な箇所に適切に実施

する。 

・ 河川改修に伴う橋梁の架け替え・改修を必要に応じて実施する。 

・ 堤防の決壊を未然に防ぐために、「弱堤部の有無」を精査し堤防を強化す

る。 
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・ 生活道路・漁業及び住民の憩いの場となっている河川敷の利用を、治水

対策を最優先としつつも可能な範囲で考慮する。 

② 神橋より上流（改修イメージ図；E～F区間） 

・ 河川改修は1/50確率とし、E区間では Q=870m３/s、F区間では Q=340～ 

580m３/sの計画高水を当面の目安とする。 

・ この計画高水に照らし、拡幅（引堤）、嵩上げ、護岸強化等の河川改修や

堆砂除去、樹木等の障害物除去等の維持管理を必要な箇所に適切に実

施する。 

・ 河川改修に伴う橋梁の架け替え・改修を必要に応じて実施する。 

・ 取水堰の移設・見直しを検討し、河床勾配の改善に努める。 

・ 茅野市が計画中の「ラブリバー計画」を、治水対策を最優先しつつ、高い親

水機能を有する空間として再検討する。 

③ 河道の直線化及びコンクリート多投型工法を極力避け、近自然型工法を採用

する。 

④ 宮川も一支流と考え、宮川上流域の流出抑制と取飜川の流量配分の適正化

を図る。 

⑤ 水系一貫の立場から、諏訪湖釜口水門の最大放流量を可能とする天竜川改

修計画の早期実現を国に要請する。 

⑥ 基本高水算定のためのより正確なデータを長期的に収集し、精度の高い河川

計画を確立するよう努力する。 

    

 【Ⅱ－２】について 

① 圃場整備済み水田（以下「水田」と略）貯留 

・ 水田に「流出抑制機能」の考えを新たに導入し、豪雨が予想された場合に

は、雨水を貯留し新たな降雨の受け皿としての役割を持たせるよう工夫す

る。 

・ 流域水田の貯留量と「流出抑制機能」を一定期間をかけて検証する。 

・ 水田貯留を機能させる組織体制のあり方と、水田所有者の協力体制を検
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討し、自主的参加を促進する。 

・ 被害が発生したときの責任・補償問題を検討する。 

・ 新たに付加された治水機能を維持するため、財政的支援を検討する。 

・ 降雨出水の予報、観測体制を充実する。 

・ その他水田貯留の実施体制確立に関する必要事項を十分検討する。 

② 遊水地・溜池の拡充・整備 

・ 遊水地・溜池の設置可能な箇所及び大きさ・工法等を検討する。 

・ 既存の溜池や貯水池を拡充する。 

③ 森林整備 

・ 森林の保安林指定を地権者と協議の上拡大する。 

・ 間伐を積極的に進め、さらに広葉樹や灌木類・草本等を林内に誘導する

作業法を検討する。 

・ 間伐作業によって生産される材を、治水工法に積極的に活用する。 

・ 1974(S49)年以前の林地開発地に対して、洪水調整施設の建設を関係企

業に協力・要請する。 

④ その他 

・ U字溝水路の流速緩和と、環境に配慮した水路の研究及び開発を一層進

める。 

・ 駐車場の舗装の透水化を進める。 

 

 【Ⅱ－３】について 

① 農業利水に必要な溜池の大きさと工法、箇所等を検討する。 

② 一般家庭の雨水タンクの設置を推進する。また公共施設及び各種企業に対し

ても同様の効果が期待される措置を検討する。 

 

 【Ⅱ－４】について 

① ダム建設予定地の地目変更を行い、環境、福祉、教育、文化等の観点から、

地域・市民益に沿った利用方法をあらゆる角度から再検討する。 
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② ダム建設中止に伴う（株）長谷工コーポレーションとの関係については、県に一

任する。 

③ 跡地の利用方法については、その検討過程を公開し、広く住民の意見を聞くも

のとする。 

 

 【Ⅱ－５】について 

① 今後の新たな対応策として、水田貯留、間伐材の利用、道路・圃場等の排水

路の改善、雨水の利用、土地利用（開発）規制、防災体制の確立等々、総合

的な治水対策が挙げられるが、このためには「県－市町村－住民」の連携強

化は不可欠である。今回の議論を契機に、情報公開と住民参加型の治水協

力体制をより一層指向し、それを制度的に確立させるためにも、新たに生じる

多くの課題や障害をひとつ一つ解決していかなければならない。例えば水田

貯留の実施にあたっては、県の支援、市のリーダーシップ、住民・土地所有者

の合意と協力が是非とも必要である。さらに、様々な仕組み（検討機関の新設、

法的整備、責任・補償体制の検討、住民学習等々）が十分用意・検討されなけ

ればならない。そうした積み重ね過程を行政と住民が一体となって推進してい

くことは、地域の環境保全と治水・利水の向上を進める上で極めて重要であ

る。 

 

Ⅳ おわりに 

  以上の総合的治水対策基本案は、従来の手法や枠組みに見られない新たな

発想が盛り込まれている。今後、こうした対策案を遂行する上で、法律の整備や

改正等が当然伴うものと予想される。県や地方自治体はこうした問題に前向き

に対処し、国との協議を積極的に進め、できうる限りの改善策を引き出し、さら

に補助・支援策の拡大に努力する。 

 

 

 



 
 
 

 19

附帯事項 

 優先すべき対応策について 

・ 河川改修・・・・弱堤部及びその他住民の生命・財産に影響を及ぼすと思わ

れる危険個所を優先して、早急に対応策を講じる。 

なお、通常の維持管理は着実に実施する。 

・ 総合流域対策・・・・ここに示された治水・利水対策案は、それぞれの異なる

機関・部署で実行されることになる。したがって各機関・部署は、今後の計

画の立案において、これらの諸対策を優先的課題として位置付けるととも

に、特に水田貯留に関しては、上川流域の特性を活かす枢要な治水対策

であるとの観点から、できるだけ早期に、関係する部署の横断的なプロジェ

クトチーム等を組織して、その対応策に乗り出す。 

・ 住民参加・・・・今後、河川改修及び流域対策を進めるにあたっては、広く

住民の参加を進めるとともに住民・行政が参画する「協議会」を設置する。 
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諏訪湖 

上 

飜 

宮 

柳 
川 

川 

上川河川改修イメージ図 

新六斗橋 

鷹野橋 

広瀬橋 

川 

取 

＜基本方針 Ｃ＞ 

③ 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝１１３０ｍ３／ｓの計画高水を基本と

する。 

④ 本区間では、現流下能力で不足する通水断面について、堤防の嵩上

げ、高水敷上半掘削、一部区間での右岸側の低水路拡幅、河床掘削を

行い、流下能力を確保する。 

神 橋 
上 川 

川 

＜基本方針 Ｆ＞ 

① 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝３４０～５８０

ｍ３／ｓを基本とする。 

② 本区間では、現流下能力で不足する通水断面に

ついて、河床掘削、一部区間の拡幅を行い、流下

能力を確保する。 

＜基本方針 Ｅ＞ 

① 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝８７０ｍ３／ｓを基本と

する。 

② 本区間では、現流下能力で不足する通水断面について、

河床掘削、一部区間の拡幅を行い、流下能力を確保す

る。 

＜基本方針 Ｄ＞ 

① 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝１１３０ｍ３／ｓの計画高水を基本とする。 

② 本区間では、現流下能力で不足する通水断面について、堤防の嵩上げ、高水敷上

半掘削、一部区間での右岸側の低水路拡幅、河床掘削を行い、流下能力を確保す

る。 

 

＜基本方針 Ｂ＞ 

① 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝１１３０ｍ３／ｓの計画高水を基本とす

る。 

② 本区間では、現流下能力で不足する通水断面について、右岸拡幅を行う

とともに堤防の嵩上げ、高水敷上半掘削、一部区間での低水路拡幅、河

床掘削を行い、流下能力を確保する。 

② 弱堤部の堤防強化を行う。 

＜基本方針 Ａ＞ 

① 河川改修計画は、１／５０確率，Ｑ＝１１３０ｍ３／ｓの計画高水を基本

とする。 

② 本区間では、現流下能力で不足する通水断面について、堤防の嵩上

げ、高水敷掘削、河床掘削を行い、流下能力を確保する。 
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間 

Ｅ
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間 

Ｄ
区
間 

Ｃ
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間 

Ｂ
区
間 

Ｆ区間 

拡幅（必要区間）

河床掘削

拡幅（必要区間）

河床掘削

＊ 全区間について親水機能への配慮、河川敷利用への配慮、近自然工法の積極的採用を行う。 

拡幅・引堤
嵩上げ

高水敷上半掘削
一部区間低水路拡幅

河床掘削

嵩上げ 嵩上げ

高水敷上半掘削
一部区間低水路拡幅

河床掘削

嵩上げ 嵩上げ

高水敷上半掘削

河床掘削

嵩上げ 嵩上げ

高水敷掘削

河床掘削
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７ まとめ 
 

 当部会は、およそ８ヶ月の審議を経て「上川流域総合治水対策基本案」をまと
めるに至った。この基本案の特徴は、蓼科ダム建設計画の中止を明記するとともに、
それに代わる対応策として、河川改修と上川流域の懐の深さを活かす、多方面にわ
たる総合治水をめざすことにある。この総合治水の考え方は、上川流域の自然と既
存施設の整備及び有効活用を基本とするもので経済性も考慮され、いたずらに大
型人工物の建設や資本を多投する方向とは大きく異なる。できるだけ自然及び生
活環境に配慮し、住民参加による治水・利水のあるべき姿を求めようとするものであ
る。 

 
 しかし、こうした総合治水も、実施に向けて掘り下げていくと、今日的問題点が

見えてくる。この「今日的問題点」の意味するところは、国が持っている体質に規定
されるところの、行政主導の治水対策とその縦割りシステム、及び画一的発想に起
因するもので、複雑な自然の理解や広く地域住民の合意を前提とすべき手法として
は、極めて選択肢が狭く硬直的な手法であったという点である。換言するならば、多
彩な治水対策メニューと柔軟性に欠けていたがために、新たな発想による治水・利
水策にはほとんど対応できないという限界を有していた点にある。例えば豪雨時に
対して、水田に流出抑制機能を持たせようとする発想において、多くの点で今後の
検討課題として保留せざるを得なかったことがその代表例であろう。また基本高水
や余裕高の問題に関しても、「国の既定方針」を越えられないとするムードから、突
っ込んだ議論を保留してきた。基本高水の「変更に対する合理的な理由」、上川下
流域の特性から導かれる余裕高の再検討等は、直接流下能力に関わってくる重要
な点であるから、もっと時間をとってでも議論すべきだったかと反省するところであ
る。 

 
 しかしながら、ダムによらない総合治水として新たな方向を提示できたこと、しか

もこの案を全ての部会委員の総意でまとめ上げ、公聴会での流域住民の大方の支
持を得たことは、極めて重要な意義を持つものである。今後、「上川流域総合治水
対策基本案」が「案」の域を脱し、現実のものになることを部会委員が一致して希望
するところである。上川部会の閉幕においても、新たな議論の舞台を地域住民の主
体性のもとで設定し、積み残しとなっている多くの課題の検証と実現化を心から願う
ものであり、あえて優先的対応策（附帯事項）の中に『「協議会」の設置』を盛り込ん
だ次第である。今後のこうした「協議会」なるものが、地域住民と行政、そして研究者
等々と一体となって、上川流域の豊かな自然と人間の叡智が融合し、まさに共生の
総合力によって治水・利水の向上に繋がることを切に望むものである。 

 
   最後に、当部会の議論・検討にあたって、膨大な資料と有益な判断材料を惜し

みなく提供下さった事務局と幹事会に対し心から感謝を申し上げる。また当部会
の審議方針を決める当初の局面において、そのまとめ役として尽力された浜前部
会長及び、部会員の公募に応募された方々、公聴会で意見を述べられまた意見
書を提出された多くの方々に敬意を表するものである。 



1 

上川部会審議経過 

 

第１回部会（平成 14 年 4 月 23～24 日開催） 

１）現地調査 

  ○ 上川河口～ダムサイトと上川支流の柳川視察。 

○ 上川流域の現状を説明（幹事） 

２）議事内容 

  ○ 上川の現状を説明（幹事） 

  ○ 検討委員会の経緯と論点整理を説明（事務局） 

  ○ 上川部会の運営について討議 

  ○ 今後の部会のスケジュールについて討議 

 

第２回部会（平成 14 年 5 月 10 日開催） 

 １）議事内容 

  ○ 今後の部会審議の方向性について討議 

  ○ 部会としての論点を再整理 

  ○ 流域の森林について、森林ワーキンググループから報告 

  ○ 利水の状況（農業利水）について、討議 

  

第３回部会（平成 14 年 5 月 29 日） 

 １）議事内容 

  ○ 前回出された資料請求について幹事より説明があり議論 

  ○ 基本高水ワーキンググループから報告 

  

第４回部会（平成 14 年 6 月 15 日開催） 

 １）議事内容 

○ 第３回部会で委員から出された質問に対する回答と質疑 

  〇 基本高水についての今後の方針を討議 

  〇 代替案について討議 

 

第５回部会（平成 14 年 7 月 12 日開催）                               

 １）議事内容                                                            

  ○ 前回出された資料請求について幹事より説明があり議論 

  ○ 宮坂委員、小松委員、清水委員から治水対策案の発表 
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第６回部会（平成 14 年 7 月 19 日開催）   

 １）議事内容 

○ 部会や公聴会の開催と、今回の知事選挙とのかかわりについて、事務局から県選挙 

管理委員会の見解等を報告 

  ○ 公聴会については、知事選終了後に開催することを確認 

  ○ 前回出された資料請求について幹事より説明があり議論 

○ 大西委員、浜委員、宮坂委員、小松委員、清水委員から提案された治水対策案につ 

いて、幹事より効果等についての資料が提出され、議論 

  ○ ほ場整備済みの水田による治水の方法について議論 

 

第７回部会（平成 14 年 9 月 22 日開催）                               

 １）議事内容 

○ 委員から提案された治水対策案について幹事より効果や課題等についての資料が 

再提出され議論 

○ 委員から提案された治水案を取りまとめた上川治水対策（案）が「たたき台」とし 

て提案され議論 

○ 基本高水の計算方法についての疑問と再計算の要求があり、次回以降に議論するこ 

とを確認 

 

第８回部会（平成 14 年 10 月 24 日開催）                               

 １）議事内容 

  ○ 委員から提案された治水対策案の効果や課題等をとりまとめた資料が幹事から 

   再々提出され、議論 

  ○ 大西、五味、清水の３委員が上川の総合治水対策案を提出 

  ○ 部会長から、公聴会を１１月３０日（土）とする日程案等が示され了承 

○ 次回は上川の総合治水対策について議論し、部会長案を提示できるようまとめるこ 

とを確認 

 

第９回部会（平成 14 年 10 月 31 日開催） 

  １）議事内容 

○ 前回出された質問に対して幹事より説明があり議論 

○ 神橋下流と上流に分けて、総合治水対策について議論 

 

第１０回部会（平成 14 年 11 月 6 日開催） 

  １）議事内容 

○ 前回出された質問に対して幹事より説明があり議論 

○ 蓼科ダム計画は中止とし、当面は河川改修を治水安全度およそ 1/50 確率で対応し、
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流域対策を加えることにより治水安全度 1/100 確率を確保する部会長案が提示され

了承される 

 

第１１回部会（平成 14 年 11 月 14 日開催） 

  １）議事内容 

○ 財政ワーキンググループから、部会案の試算報告 

○ 公聴会の資料について議論 

 

第１２回部会（現地調査）（平成 14 年 11 月 22 日開催） 

○ 上川流域の総合治水対策についての認識を深めるため、現地調査を実施 

 

公聴会（平成 14 年 11 月 30 日開催） 

○ 上川流域総合治水対策基本案について部会長より説明 

○ 流域住民２９名から基本案に対する意見を公述いただく 

○ 公述終了後に公述人を含む８名の住民から意見をいただく 

 

第１3 回部会（平成 14 年 12 月 4 日開催） 

  １）議事内容 

○ 公聴会の意見を受けて、基本案の修正事項について討議 

○ 次回検討委員会で審議してもらいたい事項について討議 

 

第 14 回部会（平成 14 年 12 月 20 日開催） 

  １）議事内容 

○ 上川部会報告について討議 

  

 



治水対策(案)一覧 　＜第８回上川部会提出資料＞　　注）この資料を基に「上川流域総合治水対策基本案」を議論した　
項目 工法 内容 提案委員名 個別意見 効果 実現方法 現状および課題

事業等
河川改修 拡幅 大西・小松 鷹野橋周辺流下能力が厳しい

区間のみ（大西）
新六斗橋～鷹野橋周辺（小松）

・流下能力が増大する。
・一般的に計画高水位を低く設定できるため、堤内地の安全度は向上
する。

河川事業 ・引堤による改修区間の明確化（江川橋下流の一部区間、鷹野橋下流の区間）
・拡幅区間の地権者の理解

嵩上げ

橋梁の嵩上げも含め検討

小松・清水・宮坂・
五味

・用地取得を伴わず、流下能力が増大できる。
　（第6回部会資料１－３を参照）

河川事業 ・橋梁の架け替えが必要となる。（第６回部会資料１－３を参照）（渋崎橋、車橋、飯島橋）
・計画高水位をあげることになり、超過洪水時のダメージポテンシャルが高くなる。
・堤防高が高くなり、従前より親水性は低下する。

掘下げ、縦断修正 大西・小松・清水 大幅な河床掘下げに反対(大
西)
河口～広瀬橋　勾配少なく効
果小(小松)

・一定範囲の河床掘下げは、流下能力向上を図るための対策として有
効である。（第6回部会資料１－３を参照）
・部分的な縦断修正として河口から2.2km付近の河床逆勾配を解消す
ると流下能力が増大する。

河川事業 ・河床を掘下げる区間や深さは、上下流の河床高あるいは諏訪湖の湖底高の制約を受ける。
・白狐堰の河川横断暗渠の付替えが必要となる。

堤防補強

堤防を強化して、決壊しないように
する｡

大西・小松・宮坂 前回決壊箇所と新六斗橋下流
(宮坂)
カーブ地点の強化(小松・宮坂)

・堤防補強の目的は大きく分けて浸透対策、侵食対策、地震対策、越
流対策の４つになる。ここでは主に浸透対策と侵食対策が目的となる｡

河川事業 ・堤防の安全性は、堤防の形状や土質条件のほか、洪水の特性に支配される。このため、諸調査を行
い、構造を検討する。

その他

鷹野橋下流高水敷半分撤去

宮坂 ・流下能力の増大（第6回部会資料１－３を参照） 河川事業 ・高水敷を掘削するに際し、堤防保護を目的に補強対策工を実施するか高水敷を必要幅で残す必要
がある。
・マレットゴルフ場の移転、野鳥やカヤネズミの生息場所が消失する。
・堤防の安全性確保のための必要幅と高水敷利用および生態系からの必要幅の両面から高水敷を残
す幅を検討する必要がある。

障害物除去(樹木等)
河口から鷹野橋付近の葦、柳等

小松・清水 ・流れが円滑になり、流下能力が増大する。 河川事業（県単独河川維持費） ・現在、堤防川表側の土手の草刈を年に一回程度実施するとともに、高木の支障木除去を必要に応じ
て実施している。
・野鳥やカヤネズミの生息スペースとなっており、環境との調和が必要である。
・流速が増し、堤防への負担は増す。

橋脚を流水抵抗の少ないものに改
良

小松 ・橋脚の平面形状を改良することにより、流水抵抗が少なくなる。 ・河川事業（堤防の嵩上げ及び引堤に伴う
橋の架け替え）

・橋脚の構造については、河川管理施設等構造令で、阻害率、堰上げ高等を考慮し設置されている｡

河床整理
(維持管理) 河口直下の堆積土撤去

大西・清水 河口直下の堆積土除去(大西) ・ 河川断面および諏訪湖の水深を確保する効果がある。
・ 河床勾配の確保により流下能力を維持する。

河川事業（県単独河川維持費） ・洪水後には、随時対応が必要となる。

流量配分 中門川への分水 増水時に中門川へ分流
―　流量配分
   　ピーク時の時間差での水門操
作

大西・小松・宮坂 ・上川の計画高水が軽減できる。 河川事業 ・下流河川（島崎川、衣之渡川、中門川）は改修済みもしくは改修中であり、流量増に伴う河川の再改
修及び水門の改築が必要である。
・洪水時の水門操作は危険を伴う。
・下流河川（島崎川、衣之渡川、中門川）の流量を予測しながらの流量操作は不可能である。

中門川との共有化 上川と中門川が並行している区間
において、中門川の右岸堤防嵩上
げ及び補強を行い、上川との一本
化を図る。

大西･小松・宮坂 ・流下能力の増大が図れる。
・高水敷利用が残存できる。

河川事業 ・取水堰の付替えが必要となる。
・ガスタンクを移転か輪中堤内の残存となる。
・中門川流域を含めた計画検討が必要になる。
・堤防道路の付替が必要になる。

取飜川流入量の見直
し

流量配分の変更 大西・清水 ・上川への分水量が減少する。 河川事業 ・宮川の取飜川下流から河口約7.3kmについては、改修済みであるので、全延長を再改修する必要が
ある。

宮川・上川支川 計画高水量の低減（宮川を経由し
て舟渡川、武井田川、鴨池川、新
川への分水）

小松 ・上川の計画高水流量の減。 ・新川は河口から1.2kmについては改修済みであり、1.8kmについて改修中であり、流量増に伴い河川
の再改修及び橋梁の改築等を要する。
・武井田川は河口から3.6kmについて改修中であり(一部完成)、流量増に伴い河川の再改修及び橋梁
の改築等を要する｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
鴨池川は河口から約3.0 kmについて改修中であり（一部完成）、流量増に伴い河川の再改修及び橋梁
の改築等を要する。
・舟渡川は河口から約3.4kmについては改修済であり、流量増に伴い河川の再改修及び橋梁の改築
等を要する。
・上川と上記河川とを結ぶ河川が必要であるが、流量配分の調整が困難である。

遊水地 遊水地の設置 通常は運動場、駐車場として利用 大西・清水・浜・五
味

洪水時は行政が補償(清水)
親水的で、水辺空間を有する
（五味）

・具体的な設置位置が未定なため、算出できない。
・治水分は第6回部会資料１－３を参照

・荒廃田を交換分合等
・農地を遊水地とした場合の補償は現制度
にはない。

・所有者の協力と地域合意、非農用地調整（転用許可）が必要｡
・所有者への補償の検討が必要。

ダム建設 溜池に近いダム建設 宮坂 ･洪水調節、河川維持流量の補給 河川事業 ・上川からの導水をなくすと洪水調節能力は小さくなる。
土砂対策 砂防堰堤の堆砂除去 清水 ・砂防堰堤は、満砂しても土砂を扞止する効果があるが、排砂すること

で土砂を抑止する効果は向上する。
砂防事業 ・治水効果の向上は見込めない。

・排砂することで渓岸浸食が進む場合がある。

強酸性河川のコンク
リート堰堤調査

清水 ・耐久性の向上 砂防事業 ・ｐH５程度の河川は砂防堰堤のようなマッシブなコンクリート構造物に対する影響は少ない。
・河川が強酸性である場合、耐酸材料で被覆している例があるが、当流域では、通常の維持管理の中
で今後も点検を行っていく。

源流部崩壊地の改
修・緑化

清水 ・土砂流出の防止。 ・保安林または保安林指定が可能なら、中
部森林管理局と連携をとり、治山事業を実
施する。

・保安林指定には森林所有者の同意が必要。

流域対策 森林保護 保水力の強化 小松・清水・五味・
小平

・裸地と森林、皆伐後と皆伐前等のケースについて、何れも後者につ
いて最大流出量が小さく、洪水到達時間が長くなることがわかってい
るが、定量的な評価は明らかになっていない。
・環境の視点

・森林整備関係事業 ・森林と水流出の関係を明らかにしていくために、松本市薄川上流に設置した雨量及び流出量観測施
設等において、継続的に観測を実施してデータを蓄積し、学識経験者の協力を得て検証を行っていく。

水田利用 貯水能力の向上 清水・五味・小平 災害後の補償費が必要(五味) ･上川流域のほ場整備済みの水田に水深２０㎝貯留させた場合
１６３６ha（水張り面積）×０．２ｍ（水深）＝約３００万ｍ３（貯留量）

・耕作に必要な規模以上のプラスアップ分
は農水省の補助対象とはならない。
･湛水により農作物に影響が出た場合の補
償は現制度にはない｡

・貯水能力アップは畦畔の嵩上げが必要となり、これに伴い耕作面積の減、大雨の水管理等の負担
が増すため、耕作者の理解と協力が必要。
・水田所有者への補償の検討が必要｡

調整池の整備 既存観光地への整備 大西・清水・五味 ・開発調整池は３０～５０年確率雨量に対応する。 ・林地開発許可制度発足以前の開発につ
いては法的拘束力はない。

・昭和49年10月31日以前に開発された箇所については調整池設置基準が定められなかったため、今
後調整池を設置する場合は、該当地の土地所有者又は事業者等に設置する趣旨を説明し、理解を得
る必要がある。

ほ場整備地への整備 ・１０年確率雨量に対応する調整池となる。 ・上川流域は、ほ場整備がほとんど完了、
もしくは実施中の地区なので、換地計画の
変更は極めて難しい。また非農用地の調整
が生じるため困難。

・新たな地区では地域合意のもと、事業計画に盛り込むことは可能。
・用地創出の手法を要検討。

下水道雨水調整池 ・５～１０年確率雨量に対応する調整池となる｡ ・公共下水道事業 ･下水道計画区域内であること｡
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治水対策(案)一覧 　＜第８回上川部会提出資料＞　　注）この資料を基に「上川流域総合治水対策基本案」を議論した　
項目 工法 内容 提案委員名 個別意見 効果 実現方法 現状および課題

事業等

別紙－２

流域対策 調整池の整備 公園･運動公園の利用 大西・清水・五味・
小平

①開発行為に見合う調整機能を持たせた都市公園を設置している｡
②面積は１ｈａ、（但し、周辺地盤より高く、流水が入りにくい構造となっ
ていて貯留機能を付加するには改築が必要）｡

・治水機能を付加するための改築や貯留効
果を発現させるための改築は公園管理者
以外が占用行為として行うことになる｡

･貯留機能の付加は占用行為となり、地下施設とする必要がある｡
･利用者の利便性の損失に対して、理解を得る必要がある｡
･入園者の安全管理を再検討する必要がある｡
･公園機能の復旧費を公園管理者が負担するのは困難である｡

･施設の機能維持のためには工法を検討する必要がある。
･グラウンド面積が減少する。
･流入土砂の除去、土の入れ替え、排水期間に使用できなくなる。

防火・親水公園利用 ･せせらぎ水路、植栽、遊歩道、四阿、魚層ブロック等を設置する事に
より良好な水辺空間を整備する｡

・雨水を貯留、処理し、雑用水、防火用水等
として利用。

・農業利水は対象とならない。

道路排水 ・流域の全道路に浸透桝が整備されれば、流域内の側溝を流れてい
た１４７m3/ｓは地下浸透が可能となる。

・道路側溝整備事業による対応。 ・河川への流出抑制効果の定量的推定は不可能。
・流域面積に対する道路部面積は6.6%程度であり、費用対効果に更に検討が必要。
・浸透桝設置後においても、目詰まり解消の維持管理費用が恒常的に発生する。
・浸透能力は現地盤の状況、地下水位によって異なるため、実施にあたってはそれぞれの現場によっ
て検証が必要である。

駐車場、学校のグラウンドの利用 五味 （地下に下水道調整池を設置する場合）
･５～１０年確率雨量に対応する調整池となる。

･公共下水道事業 ･駐車場、学校管理者からの占用行為となり、各管理者との調整が必要である。

（グラウンドへの雨水を貯留する場合）
･校庭への降雨について、流出抑制が可能となる。

・（学校のグラウンドは）災害時の避難場所に指定されており、避難者や救難隊の使用が考えられる。
・グラウンド面積の減少、排水時の使用制限等に地域の理解が必要。

簡易雨水貯留施設 住宅 清水 ・一戸あたりの容量は小さいので、地域ぐるみの対策が必要であり、
即効性はない。

・住宅新築に伴う雨水浸透升設置に対する
割増融資制度の創設

・補助制度の創設は困難なため、融資制度を住宅金融公庫と協議中

住宅事業所等 ・不要になった浄化槽の活用、雨水貯留浸透施設の設置により雨水
の流出抑制を図る｡

・新世代下水道支援事業（水環境創造事
業・水循環再生型）

ソフト対策 予警報体制の整備
住民教育
教育機関の活用

五味 ・ハード整備の補完を行うことが出来る。 ・ハザードマップに関する情報提供を行う。 ・水防法に基づく水防計画の周知が図れるか。(限界がある)
・予測予知が難しい。
・避難や救助活動を容易にする場所の確保と住民への周知が必要｡

その他 樹木・廃材のチップ化 清水 ・流域内の森林等に木材チップを撒き、保水力をアップさせる。 ・公共工事に伴って発生する木材は再生利
用することを原則として、チップ化等適正に
処理する。

・法面緑化工等はリサイクル材を使用した「リサイクル緑化工法等」を原則としてリサイクル材の利用
促進を図っていく必要がある。

利水 溜池の設置・農業水
路の改良

小松・清水・宮坂 ・耕作に必要な規模以上のプラスアップ分
は農水省の補助対象とはならない。

・溜池の新設及び改良、農業用用水路の改良は、受益者の要望に基づき事業計画の樹立が必要。
・事業の目的・必要性・地域合意・費用対効果について、明確な妥当性が必要。
・水利権の調整が必要。
・既存溜池に治水機能を付加する改修を行う場合は別途協議が必要。（費用負担は治水側）
・新設溜池に治水機能を付加する場合は治水分、利水分により費用負担。

河川環境 小動物の保護 大西 ・河川環境の保全 ・生息生物の調査を行い、生息種及び生息
環境を把握し、保全できる対応策を検討す
る。

・保全施策の検討
・野鳥の会との協定を考慮する必要がある。

樹林帯の設置 河川･水辺の緑化
鷹野橋右岸－越流防止
取飜川周辺－河川環境の保全

大西･五味 多自然型の工法(五味) ・河川環境の保全
・河畔林の機能（氾濫水の流速を低減する治水機能）

河川事業 ・河川内の植林は現在の河積不足状況により流下阻害となる。
・堤防の外に沿っての植林は堤防の安全性を向上できるが、樹林帯巾として用地を確保する必要があ
る。
・既存樹林の保全に配慮する必要がある。

河口再自然化 大西 ・諏訪湖の浄化、親水機能の向上、景観の向上を一体化できる。 平成６年度に諏訪湖水辺整備マスタープラ
ンを策定し、水辺整備事業を進めてきた。

・諏訪湖全体の取り組みの一環として、上川河口を取り組む必要がある。
・治水とのバランスを考えて、検討する必要がある。

その他 ダム予定地の利用 実験林、自然公園、植物園 清水 ・人工林の自然林化実験林
・ボランティアにより手入れを行
う。
・総合植物園構想

・環境の視点。 ・茅野市または住民が公園化 ・予算科目と使用目的との不一致となる。
・八ヶ岳中信高原国定公園に編入して県の公園事業で公園化する方法は、要件等で非常に難しい。
手続きにも相当時間がかかる。

バイパス道路 堤防上から河川敷へ移動 小松 ・堤防の沈下防止 ・治水上の支障になる恐れがある。
・長い区間の道路占用は、出水時に車が取り残される危険性がある。
・河川の自由使用の確保および環境保全上好ましくない。
・堤外地側のバイパス道路は河川管理者では許可できない。

土地利用規制 ・無秩序な開発を防ぐ。 ・都市地域、農業地域、森林それぞれの区
域の中で土地利用の制限をかける

・都市計画法、農業振興地域、森林法それぞれの調整が必要。
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長野県治水・利水ダム等検討委員会  
財政ワーキンググループ報告（上川） 

 

 

１ はじめに 

上川について、部会におけるこれまでの審議経過と合意に基づいて、上川流域総合治水

対策案（以下対策案という）について費用を試算すると別紙（１）のようになる。 

 

この試算は以下の前提で作られている。 

ア それぞれの案について、従来から用いられてきている計算方式に基づき概算費用を

算出した。また、実施にあたっては詳細な調査･設計が必要であり、その結果によっ

ては対策方法の変更もあり得る。 

イ 治水安全度については、河川改修でおよそ 1/50 に対応し、流域対策を加えて 1/100

に対応する。また、基本高水については、河口部で治水安全度 1/50 で 1,130ｍ３/s と

した。 

ウ 対策案の費用は、現時点での概算費用を計上しているが、状況によっては今後増減

することもあり得る。 

エ 事業の採択要件及び補助率などについては、2002 年 4 月現在とする。 

オ ダム中止に伴い必要となる可能性のある措置に要する費用について、返還が必要と

なるかどうか、現在のところ判断できない。 

カ 長谷工コーポレーションから、ダムの建設が出来ない場合には 8 億 6652 万 3000

円を返還してほしい旨の要望がある。 

キ 補助事業の県負担部分の起債充当分については、繰上げ償還を求められることが考

えられるが、現在のところ判断できない。 

ク 治水対策案の維持管理に要する費用としては、土砂搬出費、老朽化に伴う補修費用

等が考えられる。しかしながら、これまで例がないことや、対象期間が未定のため算

出できない。 

ケ 災害発生の場合、県などに損害賠償の義務が発生するのか、その額がいくらになる

のかについては、いずれも現時点では判断できない。 

 

２ 試算結果 

（１） 河川改修 

上述のように、河川改修については、治水安全度を 1/50（河口部での基本高水流量 1,130

ｍ３/s）により試算を行った。この計画では、神橋下流区間でのかなりの部分の高水敷は

撤去する計画となっている。また、神橋より上流区間では、河床掘削を基本として、一部

区間では拡幅、堤防の嵩上げ等により流下能力を確保している。神橋での基本高水流量は

870ｍ３/s となっている。 

河川改修費は全体で１６３億円と試算した。 

別紙－３
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（２） 水田貯留 

水田貯留については以下の問題点があり事業費を算定することは出来ない。 

① 貯水を行うための畦畔の補強工事の工法、規模が確定できず、算定できない。 

② 排水口の改良工法が確定できず、算定できない。 

③ 治水機能維持のため、畦畔管理（草刈、補修等）、水管理等の手間が増すと想定され

るが、現時点では算定できない。また、財政支援の必要性や規模は今後の調整による。 

④ 水田施設の被災あるいは作物が被災した場合などの災害時の補償については、時期･

規模が確定できず、算定できない。 

 

（３） 遊水地･溜池の整備 

遊水地や溜池の拡充･整備の工法、規模、位置等が確定できず事業費を算定することは

出来ない。 
 

（４） 森林整備 

森林整備については、造林事業と治山事業について試算を行った。 

試算は、現時点での整備に必要な金額を算出し、今後森林の生育が進む事により再度必

要となる整備については考慮していない。 

対象とした森林は、流域内の民有林の人工林とした。造林事業の対象面積は 7,503ha

とし、治山事業の対象面積は 344ha とした。治山事業については、森林整備に係る金額

のみを対象としている。施設整備費については、荒廃地の現地状況等を判断しないと算定

できないため、試算には含めていない。 

上記の条件により、現時点での整備費は造林事業 7.1 億円、治山事業 0.8 億円、合計

7.9 億円となる。 

なお、国有林において 519ha の人工林が森林整備の対象となるが、今回は試算を行っ

ていない。 
 

 

（５） 一般家庭での雨水貯留 

各戸貯留については、設置基数が不明なため全体金額は算定できない。 

各戸貯留設置費用の助成制度は、現在諏訪市･茅野市にはない。このため今後制度の創

設についての検討が必要となる。また、諏訪市においては上川への直接流入がないため、

上川に対する治水効果はない。 

なお、各戸貯留施設の費用については１基当り 50,000～100,000 円であり、諏訪市及

び茅野市の世帯数はそれぞれ 20,923 戸、19,135 戸（平成 14 年 9 月現在）である。 
 

（６） その他 

ほ場整備区域内での水路の改修について、流速緩和と環境に配慮した水路の研究･開発
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については、今後の改修にあたり関係者と十分な協議･合意形成により自然石水路などを

提案･推進していくことが望まれるが、現時点では改修必要箇所の特定が出来ないため全

体金額は算定できない。 
 

 

３ まとめ 

前記の試算については、一定の前提及び仮定に基づく試算であり、実施にあたっては事

前に詳細な調査を行うことが必要である。 

また、新しい発想に基づく事業についても今後その効果･実現性の検討を行い、必要な

措置を講じていくことが必要であろう。 

この試算を今後の部会審議の参考とし、さらに検討していただきたい｡ 

 

 


